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「福井県におけるＰＦＩの活用指針」の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政策企画室

１　活用指針の策定趣旨等

　　「福井県におけるＰＦＩの活用指針」は、庁内企画担当者等で構成する政策研究会における

　検討結果や国の各種ガイドライン、先行地方公共団体の実例等を踏まえて作成したもので、職

　員が共通の認識をもってＰＦＩ導入に取り組むための手引書として、ＰＦＩに関する一般的な

　説明とともに、本県における基本的なＰＦＩ導入の手順を定めている。

２　活用指針の内容

　第１章　ＰＦＩの概要

　 ○　ＰＦＩ（Private Finance Initiative)とは

　   　ＰＦＩとは、従来、国や地方公共団体等の公共が担ってきた公共施設等の設計、建設、維

     持管理および運営を民間に委ねることにより、公共が直接実施するよりも効率的かつ効果的

     に公共サービスの提供を行う整備手法である。

 　○　ＰＦＩに関する国、地方公共団体の動向

　 　　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（いわゆる「ＰＦＩ法」）

　　 は平成１１年７月に公布された。その後、国は、ＰＦＩ事業の実施に関する基本方針、国の

　　 ＰＦＩ事業実施上の指針である各種ガイドラインを公表している。

　　 　国において、現在のところ、ＰＦＩ方式を導入した事例はないが、今後、国家公務員宿舎、

　　 中央合同庁舎等について、ＰＦＩ方式での整備の検討、事業の実施を行う方針である。地方

　　 公共団体では、東京都、神奈川県等において、ＰＦＩ方式による具体的な取組みが進められ

　　 ている。

　 〇　ＰＦＩの特徴

　　 ①　民間の資金とノウハウの活用

         従来、公共が担ってきた公共施設等の整備を民間に委ね、民間の資金、経営能力および

       技術的能力を活用する。

　　 ②　ＶＦＭ（バリュー・フォー・マネー：租税等一定の支払いに対し最も価値あるサービス

　　　   を提供するという考え方）の達成

         ＰＦＩにおいては、ＶＦＭが達成されていることが必要であり、ＶＦＭが達成されてい

　　 　るかどうかは、ＰＦＩ方式による整備が、従来型の整備方式に比べて、公共が負担するコ

　　 　ストの低下やサービスの向上が図られるかどうかを検証して判断する。

　　 ③　リスク分担の明確化

         従来の公共による整備方式では公共が基本的にすべてのリスクを負うが、ＰＦＩ方式

       ではリスクを公共と民間で分担することになることから、どちらがリスクを負担するのか

　　　 あらかじめ契約で明確にする必要がある。
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　〇　ＰＦＩ事業の仕組み

　

　　一般的なＰＦＩ事業の仕組みは、次のとおりである。

　　・公共とＰＦＩ事業者（ＳＰＣ）との間の契約（ＰＦＩ事業契約）

　　　ＰＦＩ事業では、サービスを提供する施設の設計、建設から維持管理、運営までを行うた

　　め、通常はＰＦＩ事業に応募しようとする企業は、複数の異業種企業がコンソーシアム（企

　　業連合）を組む。そして、そのコンソーシアムに参加している企業が出資して、ＰＦＩ事業

　　を行う特定目的会社（ＳＰＣ）を設立する。

　　　この特定目的会社（ＳＰＣ）が、公共とＰＦＩ事業契約を締結し、ＰＦＩ事業を遂行する

　　ことになる。

　〇　ＰＦＩ導入における基本原則

 　ＰＦＩ導入に当たっては、次の５つの原則のもとで実施しなければならない。

　 ①「公 共 性 原 則          」 住民ニーズの高い公共性のある事業であること。

　 ②「民間経営資源活用原則」 民間の資金、経営能力および技術的能力を活用すること。

　　 ③「効 率 性 原 則          」 民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率

                                的かつ効果的に実施すること。

     ④「公 平 性 原 則          」 ＰＦＩ事業の選定､ＰＦＩ事業者の選定において公平性が担保

                                されること。

 　⑤「透 明 性 原 則          」 ＰＦＩ事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確

                              保されること。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンソーシアム（企業連合）
　　　　　　　　　協定
　　　　　　　　　　　　　　　　融資契約　　保険契約
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計・建設契約
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　ＰＦＩ
　　　　　　　サー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 維持管理・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　運営契約
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　PFI事業契約
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　資

　　　助言　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス提供

　

　　　アドバイザー

(注)ＳＰＣ（Special　Purpose　Company）

      特定の事業を実施するために設立される会社。ＰＦＩにおいては、当該ＰＦＩ事業を実施

      するため、一般的にＳＰＣを設立する。

公
　
　
　
　
共

金融機関

 【PFI事業者】

特定目的会社

（ＳＰＣ（注））

保険会社

　設計・建設会社

　管理運営会社

　その他投資家

利　用　者
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　第２章　福井県におけるＰＦＩの導入について

　　第１　ＰＦＩ導入の考え方

　      次のＰＦＩのメリット、デメリット等を十分踏まえた上で、ＰＦＩの導入を適切に進

　　　めていく必要がある。

　　　ア　ＰＦＩのメリット

　　　　　次のような効果が期待できる。

　　　　　①  低廉かつ良質な公共サービスの提供

        　②  公共サービスの提供における行政の関わり方の改革

　　  　　③　民間の事業機会の創出   　

　　　　　④　財政支出の平準化

　　　イ　ＰＦＩのデメリットおよび課題

　　　　　次のようなデメリットがある。

       　 ①　事業者が負担する入札コスト（提案に要する経費など）が多額になること。

　　　  　②　後年度負担の累積による財政の硬直化のおそれ

　　　  　③　事業実施による地域経済への波及効果が弱まるおそれ

　　　　　また、次のような課題がある。

          ①　ＰＦＩ導入を促進するための更なる規制緩和

　　　　　②　ＰＦＩ事業への国庫補助負担金制度、地方交付税制度等の適用拡大

　　　

　　第２　ＰＦＩ導入の推進体制

　　　　　ＰＦＩは、施設の整備手法の一つに過ぎないことから、個々のＰＦＩ事業の実施は、

　　　　直接整備する従来の方法と同様、当該公共施設等の整備を所管する事業実施部局におい

　　　　て行うものとする。ただし、ＰＦＩ事業が定着するまでの間、事業実施部局と政策企画

　　　　室が協力して、ＰＦＩ事業の適切な導入を進めることとする。

　　　　　また、ＰＦＩ導入上の共通課題、ＰＦＩ導入に適した候補事業の選定については、専

　　　　門的な検討が必要となるため、政策企画室内に設置するＰＦＩ導入推進チーム（仮称）

　　　　による総合的な検討を行うこととする。

　　第３　ＰＦＩ導入に適した候補事業の選定に当たって

  　　    ＰＦＩ導入を検討する事業の選定に当たっては、以下の観点を基本に、当該事業がＰ

　　　　ＦＩに適しているかどうか検討する。

     　 ①事業計画が具体的なものであること。

        ②ＰＦＩ導入に当たり、法的な制限等がないこと。

     　 ③ＰＦＩ方式による資金調達の条件が不利でないこと。

     　 ④民間のノウハウによる施設の効率的な整備、運用等により、人件費、補修費等の削減、

　　　　　ひいては総事業費の削減が期待できること。

     　 ⑤サービス水準を明確に定めることができ、また、事業の成果の計測が容易であること。
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     　 ⑥提供しようとする公共サービスに安定した需要が見込まれること。

     　 ⑦事業実施までに時間的な余裕があること。

     　 ⑧事業実施に当たり用地が確保されていること､または確保される見込みがあること。

　第３章　ＰＦＩ実施手続（概要）

　　　本県において､ＰＦＩ事業を導入する場合、次の手順を基本とする。ただし、ＰＦＩ事業の

    実施形態には様々なものがあり、実際の運用、適用に当たっては、この手順を基本に、柔軟

    に対応することとする。

○ 福井県におけるＰＦＩ導入の手順（プロセス全体のフロー）

  　　　　　　　・ＰＦＩ導入推進チーム（仮称）による導入検討の開始

　　　　　　　　・ＰＦＩ導入可能性調査の実施

　　　　　　　　・調査結果を踏まえた最終的な検討

　　　　　　　　・行財政改革推進会議によるＰＦＩ導入方針の決定

　　　　　　　　　ＰＦＩ事業実施体制の整備

　　　　　　　　・事業実施部局の体制の整備、アドバイザーの委託、審査委員会の設置

　　　　　　　　　実施方針の策定、公表（ＰＦＩ法第５条）

　　　　　　　  　ＰＦＩ導入を進めようとする事業について、その内容や民間事業者の募集等の

　　　　　　　　　　 方針を策定し、公表する。

   
              　・事業実施部局による実施方針案の作成、審査委員会での検討

　　　　　　　　・実施方針の策定、公表

　　　　　　　　・実施方針の説明会の開催、質問の受付、意見の招請

　　　　　　　　　ＰＦＩ事業の選定、公表（ＰＦＩ法第６条、第８条）

　　　　　　  　　実施方針を公表した事業について、民間事業者から提出された意見等を踏まえて、

                   　ＰＦＩ事業として実施することを県として決定し、公表する。

   
            　　・事業実施部局によるＰＦＩ事業の選定の検討

　　　　　　　　・行財政改革推進会議によるＰＦＩ事業の選定、公表

　ＰＦＩ事業の発案段階（ＰＦＩ事業の検討・抽出の段階）

　ＰＦＩ事業の選定段階
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　第４章　ＰＦＩ実施手続（詳細）

　　ＰＦＩ導入可能性調査、アドバイザーの委託、審査委員会など、第３章で示したＰＦＩ実施

　手続（概要）の詳細な説明

３  今後の取組み

    今後は、このＰＦＩ活用指針を基本にしながら、本県におけるＰＦＩ導入の検討、ＰＦＩの

  適切な導入を図る。

　　なお、ＰＦＩは、現在、取組みが始まったばかりの段階にあることから、今後とも、必要に

　応じこの活用指針の見直しを行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　　  　入　札　準　備

　　　　　　　　　・事業実施部局による入札説明書案等の作成、審査委員会での検討

          　　　　・入札説明書等の決定

　　　　　　　　　　入札手続の実施（ＰＦＩ法第７条）

                  ・債務負担行為の設定

　 　　　　　　　 ・入札公告

                  ・入札説明会の開催、質問の受付、回答

                  ・入札参加資格審査

                  ・入札

                  ・審査委員会による優秀提案者の選定

　　　　　　　　　・落札者の決定、公表

                  ・仮契約の締結

　　　　          ・議会の議決

                  ・契約の締結

　　　　　　　　　　・契約書の公開

 　　　　　　　　　

                  ・事業の実施と事業の監視

  

　ＰＦＩ事業者の選定段階

　契約の締結段階

　事業の実施段階

　事 業 の 終 了       


